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日
本
企
業
に
よ
る
強
制
労
働
の
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

本
職
が
強
制
労
働
等
の
極
め
て
重
大
な
人
権
侵
害
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
企
業
は
直
ち
に
取
引
停
止
す
る
よ
う
「
責
任
あ
る
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
等
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
令
和
四
年
九
月
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
行
動
計

画
の
実
施
に
係
る
関
係
府
省
庁
施
策
推
進
・
連
絡
会
議
決
定
）
に
明
記
す
る
よ
う
求
め
た
質
問
に
対
し
て
、
政
府
は
「
衆
議
院

議
員
松
原
仁
君
提
出
ウ
イ
グ
ル
人
強
制
労
働
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
二
一
〇
第
五
七
号
）
に
お
い

て
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
用
し
て
「
取
引
停
止
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
検
討
さ
れ
、
適
切
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て

実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
考
え
を
示
し
、
「
御
指
摘
の
よ
う
に
「
直
ち
に
「
取
引
停
止
」
を
行
う
「
必
要
が
あ
る
」
と

改
訂
」
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
し
た
。 

 

当
該
答
弁
書
は
、
強
制
労
働
の
利
用
を
限
定
的
に
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
不
適
切
極
ま
り
な
い
。
企
業
が
、
自
社
製
品
生
産

過
程
で
強
制
労
働
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
利
用
す
る
行
為
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
犯
罪
へ
の
加
担
で
あ
る
。

日
本
企
業
が
中
華
人
民
共
和
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
行
わ
れ
て
い
る
ウ
イ
グ
ル
人
強
制
労
働
を
利
用
し
た
な
ら
ば
、
当
該

企
業
が
人
道
に
対
す
る
罪
の
共
犯
と
し
て
国
際
社
会
か
ら
厳
し
く
指
弾
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
我
が
国
の
国
際
的
信
用
も
大
き
く

損
な
わ
れ
る
。 



 

２ 

 

 
日
本
企
業
が
、
強
制
労
働
ニ
関
ス
ル
条
約
（
昭
和
七
年
条
約
第
十
号
）
第
二
条
が
定
義
す
る
強
制
労
働
を
利
用
す
る
こ
と

は
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
、
強
制
労
働
ニ
関
ス
ル
条
約
（
昭
和
七
年
条
約
第
十
号
）
、
強
制
労
働
の
廃
止
に
関
す
る
条
約
（
令

和
四
年
条
約
第
九
号
）
、
強
制
労
働
に
関
す
る
Ｇ
７
貿
易
大
臣
声
明
（
令
和
三
年
）
、
日
本
人
の
倫
理
観
等
の
観
点
か
ら
、
断

じ
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


